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2026 年５月８日 

各  位 

会 社 名  東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  木村  有仁 

（コード：4970 東証スタンダード市場） 

問 合 せ 先  取締役 経営企画部長 渡瀬 夏生 

（電話番号：０３－５８２２－６１７０） 

 

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について 

 

当社は、当初 2008 年 6 月 20 日開催の第 58 回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただ

き、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入し、直近では 2023 年 6 月 23 日

開催の第 73 回定時株主総会の決議により継続しておりますが（以下「現プラン」といいます。）、その有効

期限は、2026 年 6月 24 日開催予定の第 76 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）終結の時

までとなっております。当社では、現プラン継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の

動向および様々な議論の進展、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方に

ついて引き続き検討してまいりました。 

その結果、本日開催されました当社取締役会において、会社法施行規則第 118条第 3号に定める「株式

会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下「会社の支配に関する

基本方針」といいます。）に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配され

ることを防止する取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの一部変更

を行った上で、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」を継続（以下

継続後の対応策を「本プラン」といいます。）することを、独立社外取締役 2 名を含む取締役全員の一致によ

り決定しましたのでお知らせいたします。本プランへの継続にあたり、特定株主グループの範囲の見直し、

情報提供期間の延長に関する規律の導入、共同協調行為等の認定基準の明確化のほか、一部語句の修

正・整理等を行っておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 

本プランへの継続につきましては、当社独立社外監査役 3 名（なお、当社監査役は全 3 名）はいずれ

も、本プランの具体的運用が適正に行われることを前提として、本プランへの継続に賛成する旨の意見

を述べております。 

なお、2026年 3月 31日現在の当社株式の状況は、別紙 1のとおりですが、本日現在、当社株式の大

規模な買付行為等の具体的提案は為されておりません。 
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１．会社の支配に関する基本方針 

当社は、1954 年の設立以来、独創的な視点を大切にした研究・開発に注力し、現在ではフォトレジスト

向けの感光性材料の製造・販売を中心とした｢感光性材料事業｣、香料材料の製造・販売および電子材料

向け溶剤を中心とする高付加価値品の製造・販売およびリサイクル、ならびに液体化学品の保管業務を

行う｢化成品事業｣を営んでおります。 

当社事業の特徴として、①顧客企業と研究開発段階からの技術的な摺り合せによる顧客との強力な協

業関係の構築、②長年にわたり蓄積された高い生産技術力、③事業環境の変化への対応力を高める成

長事業と基盤事業を組み合わせた事業ポートフォリオの構築、④各事業が密接に結び付くことによる大き

なシナジー効果等により、国内のみならず、世界各国のお客様より高い評価をいただいております。 

当社は、当社の財務および事業方針の決定を支配する者の在り方について、当社の経営理念や企業

価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められ

ており、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付提案があった場合においても、当該大規模な買付け等

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば一概に否定するものではなく、

これに応じるか否かは最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えております。 

しかしながら、このような大規模な買付け等の中には、専ら買付者自らの利潤のみを追求しようとするも

の、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大

規模な買付け等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えま

す。 

 

２．会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 
当社では、中長期的な経営戦略およびコーポレート・ガバナンスの強化の両面より、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の確保・向上に努めており、次の施策が会社の支配に関する基本方針の実現に

資するものと考えております。 

 

（１）経営の基本方針 

当社は、経営方針として「①安全操業を最優先し、従業員、協力会社社員、地域住民など関係者の

安心できる操業環境を確保する。②法令や社内ルールを遵守するとともに、誠実かつ公正な企業活動

を行う。③世界最高のマイクロストラクチャー構造材料を国際社会に提供する。④常に新製品、新プロセ

ス、新サービスを開発する。⑤生産技術の高度化を推進し、新プロセスを開発、安定品質で市場競争を

勝ち抜く。⑥国内外隔たりなく企業活動を展開し、日本を代表するグローバル企業となる。⑦全社をあ

げて、常に能力開発に努め、個人の能力の向上を通じて創造性を発揮し、社会に貢献する。」を掲げて

おります。当社は、この経営方針に基づき、積極的な事業展開を進め、業容の拡大と業績の向上に邁

進し、高品質かつ高機能な材料を可能な限り安価に供給することにより、産業全体の発展と高度化に役
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立つことを目指しております。 

また、創業以来、「当社の生命線は研究開発にある」を理念に、研究開発力の増強と生産技術の向

上に努め、蓄積された技術やノウハウを活用して市場ニーズに迅速かつ的確に対応し、有機合成から

分離精製、プラントエンジニアリング、化成品物流等に至るまで、事業分野および事業規模を着実に拡

大させることにより化学産業界で独自の地位を築き、当社の永続的発展を通じてお客様、株主の皆様、

従業員等の利害関係者に貢献することを目指しております。 

 

（２）中長期的な経営戦略 

当社は、当社の企業価値および株主共同の利益の向上のため、5 ヵ年の中期経営計画「Beyond500」

（以下「本中期経営計画」といいます。）を策定し、2023 年 3 月期からスタートさせております。 

本中期経営計画では、「今後、さらなる需要拡大が見込まれる電子材料分野において、当社の長年培っ

てきた高純度合成、精製技術にさらに磨きをかけ、顧客品質を満たす安定供給体制を強化し、人・組織・事

業の成長を果たし、世界Ｎｏ．1 ダントツ企業として持続可能な脱炭素社会の実現に貢献する」コンセプトの

もと、「顧客課題、技術課題一つ一つを真摯に捉え、独創的な視点で解決し、世界Ｎｏ．１ダントツの超高品

質と生産性向上の両立により、未来を創る」というビジョンを掲げ、5年後の数値目標である売上高500億円

以上、営業利益 80 億円以上、営業利益率 16％以上の実現に向けて取り組んでまいります。 

なお本中期経営計画の全社戦略、セグメント別戦略は次のとおりです。 

 

■全社戦略 

人材育成 

・長期の継続的な事業拡大に向け、充実した仕事環境と人材育成環境への投資と実現 

・タイムリーかつ自律的に意思決定できる組織機能の整備 

・グローバルに事業を牽引する次世代リーダーの育成 

技術戦略の強化 

・顧客品質と生産性の両立を狙った、研究開発と製造技術の強化と連携 

・世界随一の高純度製造技術や工程管理の DX によるリアルタイム見える化と、その活用による生

産性の向上 

・次世代技術の探求/要素技術開発/新規事業推進体制の充実 

経営基盤の強化 

・高機能材料のサプライチェーンを支える安全技術力の向上 

・機動的な設備投資を実現する財務体質の強化 

・環境配慮型エネルギーマネジメントの実現とCO₂原単位の削減 

・地域貢献と多様性を尊重するマネジメントの実現 

 

■セグメント別戦略 

感光性セグメントの戦略的な事業拡大 

・拡大する需要を満たす充分な生産能力増強投資 
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・先端半導体を支える超高純度合成と生産性向上の両立 

・顧客品質の実現に向け研究開発力を強化し、電子材料の技術革新に貢献する 

化成品セグメントの事業強化 

・先端半導体向け超高純度溶剤の品質・開発・安定供給体制の強化 

・化学専業タンクターミナルとしての自動化促進と更なる顧客満足度向上 

事業連携の強化 

・不安定化するサプライチェーンに対し、タンクターミナル事業・超高純度精製能力・高純度合成力

の連携を強化し、機能性化学品の安定供給とサプライチェーン高付加価値化を実現 

 

感光性材料事業は、半導体、フラットパネルディスプレイ（FPD）の製造に使用されるフォトレジストの主原

料となる感光性樹脂を主要製品として供給しております。半導体業界は、世界的な IoT への進化により、情

報通信技術の普及が産業面だけでなく、日常生活に不可欠なコンシューマ向けエレクトロニクス製品や車

の自動運転等、使用用途の一層の拡大が見込まれております。また、これらを実現するための技術として、

半導体設計サイズの微細化、三次元化のためのリソグラフィ技術は進化し、当社が供給している素材につ

いても高度な研究開発と、ppt レベルの品質管理とともに安定した供給の責任が求められてきております。

このような市場状況に対応するため、感光性材料事業では、新規材料の研究開発、製造技術開発、品質

管理の高度化に取り組み、世界最先端の半導体技術へ素材材料から貢献することを目指してまいります。

また、世界的な需要の拡大に対応した生産能力の増強をより一層進めることにより、事業の拡大と収益性

の向上を図ってまいります。 

化成品事業は、半導体や FPD、および医薬品等の製造に使用される高純度溶剤、フレーバー・フレグラ

ンス等の香料に使用される香料原料用途の化学品の製造・販売、およびロジスティック分野として液体化

学品の保管管理を行っております。 

当社が扱う最先端の電子部品に使われる高純度溶剤は、電子部品の不具合につながるような不純物・

金属イオン等を限りなく低減させた高純度が必須であり、当社創業以来培ってきた高純度化や難易度の高

い合成力といった技術・ノウハウによって実現しております。当社製品が製造に使用される半導体・FPD・医

薬品・香料などは、いずれも人々の日常生活に必要なものであるため、当社は安全操業、安定供給という

社会的責任を果たすとともに、研究開発や技術開発を一層強化することで、市場ニーズを見据えた競争力

の高い製品の開発を強力に推進してまいります。 

ロジスティック分野は、国内外の化学品の首都圏需要に対応する化学品物流の主要拠点として東京湾

内最大の出荷量を誇るタンクターミナルを構え、液体化学品の受入・保管管理・出荷を行っております。国

内の化学品物流は、石油化学関連企業の統合等により、物流経費の削減および物流基地の統廃合が進

んでおり、事業を取り巻く環境は引き続き厳しいものと予想されます。しかしながら、遠隔地に立地する石

油コンビナートで生産された液体化学品や海外メーカー生産の液体化学品を、大都市消費地へ輸送する

物流形態は、今後も引き続き必要不可欠であります。当社は、お客様のニーズに柔軟な対応が可能な液

体化学品総合物流基地としての機能を構築しており、安全操業と化学品の生産活動で蓄積した高度な取

扱・保管技術を最大限に活かし、今後もお客様の信頼を獲得してまいります。 

当社では、このような施策の実行により、企業価値の持続的な向上を実現してまいります。株主の皆
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様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（３）コーポレート・ガバナンスの強化への取組み 

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが課題であ

ると認識しており、経営の効率化、健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるため、コー

ポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

当社は、監査役会設置会社および執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・監督」と管掌

取締役および執行役員による「業務執行」、監査役および会計監査人による「監査」により、経営監督・

監査と執行の機能を分担して運営しております。 

取締役の責任の明確化と事業環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を１年としておりま

す。また、社外取締役および社外監査役を選任しており、株式会社東京証券取引所が定める独立性の

基準に従い独立役員として届け出ております。これらの社外役員と代表取締役社長による連絡会を四

半期に一度開催し、経営や企業統治に関する様々な助言を得ることができる機会を設け、コミュニケー

ションの強化を図っております。 

これらの取組みにより株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係をより一層強

固なものにし、企業価値の継続的な向上をめざしてコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりま

す。 

 

３．本プランの内容 （会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組み） 

（１）本プランの目的 

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、導入した現プランの一部変更を行った上

で現プランを継続するものです。 

本プランは、大規模な買付行為について、①実行前に大規模な買付けを行う者に対して、必要かつ十分

な情報の提供を求め、②当社が当該大規模な買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した

上で、③株主の皆様への当社経営陣の計画や代替案等の提示ならびに必要に応じて大規模な買付けを行

う者との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報および時間を提供し、株主の皆様が当該

大規模な買付行為に応じるか否かの適切な判断を行うことができるようにすることを目的としております。 

現在、当社株式における当社役員およびその関係者の株式保有比率は、当社が把握する限りにお

いて、約 31.6％となっておりますが、当社は上場会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づ

く取引等により当社株式が譲渡されることはもちろんのこと、株主それぞれの事情により譲渡、処分、相

続等がなされ、結果として当社役員およびその関係者の株式保有比率が低下あるいは分散化が進ん

でいく可能性を否定することはできません。 
また、今後の事業拡大に伴い設備資金等の調達が必要となった際、その調達方法は必ずしも金融

機関からの借入れ等のみならず、資本市場からの調達も有力な選択肢となり、その場合には各株主の

株式保有比率が希釈化される可能性もございます。 
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これらの事情を鑑みますと、当社の発行する株式の流動性が大きく増し、今後当社株式に対して企

業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模な買付行為等がなされる可能性が否定でき

ないものであります。 

以上の状況を踏まえ、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、

株主の皆様が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の

合理的なルールに従って行われることが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、

以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大

規模買付ルール」といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によっ

て大規模な買付行為が為された場合の対応方針として、本株主総会における株主の皆様のご承認を

条件に、本プランとして継続することといたしました。 

本プランの概要につきましては、別紙 2 をご参照ください。 

 

（２）本プランの対象となる当社株式の買付け 

本プランの対象となる当社株式の買付けとは、特定株主グループ(注 1)の議決権割合（注 2）を 20％以

上とすることを目的とする当社株券等(注 3)の買付けその他の取得行為、もしくは結果として特定株主グ

ループの議決権割合が 20％以上となる当社株券等の買付けその他の取得行為、またはこれらに類似す

る行為(注 4)（いずれについても、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また、市場取引、公開

買付け等の具体的な方法の如何を問いません。以下、かかる行為を「大規模買付行為」といい、かかる行

為を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行うまたは行おうとする者を「大規模買付者」といいま

す。）とします。 

注 1：特定株主グループとは、 

(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の 23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の 23第3

項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第27条の23第5項に規

定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）または、 

(ⅱ) 当社の株券等（同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項

に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別

関係者（同法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。）を意味します。 

(iii)上記(i)または(ii)の者の関係者（(ｱ)これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、

証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、(ｲ)これらの者の公開買付代理人、弁護士、

会計士その他のアドバイザーまたは(ｳ)これらの者が実質的に支配し若しくはこれらの者と共同ないし協調して行動する者

として当社取締役会が合理的に認めた者（なお、(ｳ)に該当するか否かの判定は、注4所定の関係の樹立を判定する基準を準

用するものとします。）を併せたグループをいいます。）並びに、 

(iv)上記(i)乃至本(iv)に該当する者から市場外の相対取引または東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-1）により当

社の株券等を譲り受けた者を意味します。以下同じとします。以下同じとします。 

注 2：議決権割合とは、 

(ⅰ) 特定株主グループが、注 1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第 27 条の 23

第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者並びに注１の
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（ⅲ）および（ⅳ）記載の者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとしま

す。）も加算するものとします。）または、 

(ⅱ) 特定株主グループが、注 1 の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者並びに注１の（ⅲ）

および（ⅳ）記載の者の株券等保有割合（同法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。）

の合計をいいます。 

各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第 27条の 2第 8項に規定するものをいいます。）およ

び発行済株式の総数（同法第 27 条の 23 第 4 項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書

および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。以下同じとし

ます。 

注 3：株券等とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等または同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する

株券等のいずれかに該当するものを意味します。以下同じとします。 

注4：株券等の買付けまたは取得行為の実施の有無にかかわらず、(ⅰ)特定株主グループが、当社の他の株主（複数で

ある場合を含みます。以下、本注 4 において同じとします。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として

当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特

定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調

して行動する関係(*1)を樹立するあらゆる行為(*2)であって、(ⅱ)当社が発行者である株券等につき当該特定株主

グループと当該他の株主の議決権割合の合計が 20％以上となるような行為を含むものとします。 

*1：「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ない

し協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、

役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの状況、当社株券等に係る議決権行

使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グ

ループおよび当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として共同協調行為等の認定基準

（別紙 3。但し、独立委員会は、法令等の改正または裁判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基

準を改定できるものとします。）に基づいて行うものとします。 

*2：本注 4 所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して合理的に判

断するものとします。なお、当社取締役会は、本注 4所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲にお

いて、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 

 

（３）独立委員会の設置 

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大

規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対

抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、

現プランと同様に独立委員会規程（概要につきましては、別紙 4 をご参照ください。）に基づき、独立委員

会を設置いたします。独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社

の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者（注 5）のいずれ

かに該当する者の中から選任します。本プランへの継続時に就任予定の独立委員会委員の氏名、略
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歴につきましては、別紙 5 に記載のとおりです。 

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について

諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為

について慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にある

か否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上

で対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適

宜公表することとします。 

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされること

を確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家

（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得

ることができるものとします。 

注 5：社外有識者とは、実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準ず

る者をいいます。 

 

（４）大規模買付ルールの概要 

①大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行

為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下

の内容等を日本語で記載した意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を、当社の定める書式

により当社取締役会に提出していただきます。 

（ａ）大規模買付者の氏名または名称および住所または所在地 

（ｂ）大規模買付者の設立準拠法 

（ｃ）大規模買付者の代表者の役職および氏名 

（ｄ）大規模買付者の国内連絡先 

（e）大規模買付者の会社等の目的および事業の内容 

（ｆ）大規模買付者の直接・間接の大株主または大口出資者（持株割合または出資割合上位10名）お

よび実質株主（出資者）の概要 

（ｇ）大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数および意向表明書提出前 60 日間における大

規模買付者の当社の株券等の取引状況 

（ｈ）大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要等（大規模買付者が大規模買付行為により取

得を予定する当社の株券等の種類および数、ならびに大規模買付行為の目的（支配権取得もし

くは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡

等、または重要提案行為等（注 6）その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的

が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）を含みます。） 

（i）本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約 

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必要

に応じ、その内容について公表します。 
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注 6：重要提案行為等とは、金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項

および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。 

 

②大規模買付者からの必要情報の提供 

当社取締役会は、上記（４）①（ａ）～（i）までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日か

ら起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に対する株主および投資家の

皆様のご判断ならびに当社取締役会および独立委員会の評価・検討のために必要な情報（以下「必

要情報」といいます。）について記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買

付者には、必要情報リストの記載に従い、必要情報を日本語で記載した書面を当社取締役会に提出

していただきます。 

必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性および

大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断および当社取

締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。 

（ａ）大規模買付者および特定株主グループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファンドの場

合）その他構成員を含みます。）の詳細（名称、住所、事業内容、国内連絡先、経歴または沿革、

資本構成、財務内容、役員の氏名および職歴、当社の事業と同種の事業についての経験等に

関する情報を含みます。特定株主グループに含まれる者が自然人である場合は、主たる職歴（勤

務または職務に従事した法人またはその他の団体の主たる業務および住所、各職務の始期およ

び終期を含みます。）、年齢および国籍を含みます。） 

（ｂ）特定株主グループに含まれる者それぞれが保有する当社の全ての株券等、過去 180 日間にお

いて特定株主グループに含まれる者それぞれが行った当社株券等に係る全ての取引（取引の性

質、価格、取引の場所および方法、取引の相手方を含みます。）、および当社株券等に関してそ

れぞれが締結した全ての契約、取決めおよび合意（口頭によるものを含み、または履行可能性の

有無を問いません。）の内容 

（ｃ）大規模買付行為の目的（意向表明書において記載いただいたものの詳細）、方法および内容

（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規

模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為および関連する取引の実現可能性等を含みま

す。） 

（ｄ）当社株券等を取得した後、第三者に譲渡すること等を目的とする場合は、当該第三者の概要（上

記（ａ）に準じた内容）および特定株主グループとの関係、ならびに当該第三者が当社株券等を

譲り受ける目的および譲受け後における下記（g）および（h）に相当する事項 

（e）大規模買付行為の買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報

および大規模買付行為にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額とその算定根

拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額と算定根拠等を含みます。） 

（f）大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調

達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

（g）大規模買付行為の完了後に想定している当社役員構成（候補者の氏名および略歴、就任に関する候補
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者の内諾の有無、ならびに当社と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、当社の

経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等 

（h）大規模買付行為の完了後における当社の顧客、取引先、従業員、地域関係者等のステークホル

ダーと当社との関係に関しての変更の有無およびその内容 

（i）大規模買付行為完了後の当社の事業運営等において必要な許認可の維持の可能性および各

種法令等の規制遵守の可能性 

（j）大規模買付行為に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他の法令等に基

づく承認または許認可等の取得の可能性 

（k）反社会的組織ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いま

せん。）および関連性が存在する場合にはその内容 

（l）大規模買付行為のために投下した資本の回収方針 

 

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付

者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基

づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。 

なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該必

要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、

当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限（最初に必要情報を受領した日から

起算して 60 日を上限とします。以下「情報提供期間」といいます。）を定めた上で、必要情報

が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。なお、この場合、当社取締役会は、独立委員

会に諮問し、その勧告を最大限尊重するものとします。ただし、大規模買付行為の情報の具体的な

内容は大規模買付行為の内容および規模によって異なることもあり得るため、当社取締役会

は、大規模買付行為の内容および規模並びに大規模買付行為の情報の具体的な提供状況を考

慮して、情報提供期間満了時までに提供された情報が株主の皆様による適切な判断並びに当

社取締役会および独立委員会による意見形成および代替案立案のために不十分と認められる

場合には、独立委員会の勧告に基づき、情報提供期間を最長 30日間延長することができるも

のとします。これらの場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重して判断する

ものとします。 

当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するために必要十分な必要情報の全てが大規模

買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送し、その旨を公表

いたします。 

また、当社取締役会が必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当

該必要情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求め

る必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、後記③の取締

役会による評価・検討を開始する場合があります。 

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに株主の皆様の判断のた

めに必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一
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部を公表いたします。 

 

③当社取締役会による必要情報の評価・検討等 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必

要情報の提供を完了した日または情報提供期間満了日の何れか早い日の翌日後、大規模買付行為

が対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けである場合は最長 60 日間、それ以

外の大規模買付行為の場合は最長 90 日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立

案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイ

ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を受けつ

つ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当

社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との

間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案

を提示することもあります。 

なお、独立委員会が、取締役会評価期間内に対抗措置をとるか否かの勧告を行うに至らないこと

等の理由により、取締役会評価期間が満了する時点においても、当社取締役会が、大規模買付行

為の内容についての最終的な意見形成等（対抗措置をとるか否かの決議も含みます。）に至らない

場合には、当社取締役会は、独立委員会への諮問を行い、独立委員会は、当社取締役会に対し取

締役会評価期間を最大 30 日間延長することを勧告できるものとし、その場合、当社取締役会は、原

則としてその勧告に従い取締役会評価期間を最大 30 日間延長することができるものとします。独立

委員会への当該諮問を行った場合は諮問した旨を、当該期間の延長の決定が行われた場合には具

体的な延長期間および延長の理由を大規模買付者に対して通知した旨を、当該時点において適

時・適切に公表いたします。 

 

（５）大規模買付行為が実施された場合の対応方針 

①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかか

わらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株

予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより

大規模買付行為に対抗する場合があります。 

なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情も合

理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付

ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。 

 

②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付

行為に反対であったとしても、当該大規模買付行為についての反対意見を表明したり、代替案を提示
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することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は

講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案およ

び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになりま

す。 

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以

下の（ａ）から（ｉ）のいずれかに該当し、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社

取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範

囲内で、上記①で述べた対抗措置の発動を決定することができるものとします。 

（ａ）真に当社の経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の関

係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っていると判断される場合（いわゆるグリーン

メーラーである場合） 

（ｂ）当社の経営を一時的に支配し、当社の事業経営に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、

主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土

化経営を行う目的で当社株券等の買収を行っていると判断される場合 

（ｃ）当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保

や弁済原資として流用する予定で当社株券等の買収を行っていると判断される場合 

（ｄ）当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資

産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当

による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で当社株券等の買収

を行っていると判断される場合 

（ｅ）大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで

当社株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主にとって不利に設定し、

あるいは明確にしないで、公開買付け等による株式の買付けを行うことをいいます。）など、株主の皆

様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれ

があると判断される場合 

（ｆ）大規模買付者の提案する当社株券等の買付条件（買付対価の種類および金額、当該金額の算定根

拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。）が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場

合 

（ｇ）大規模買付者による買付け後の当社の経営方針等が不十分または不適切であるため、当社の

事業の成長性・安定性が阻害され、中長期的な将来との企業価値の比較において、当該大規模

買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ著しく劣後すると判断される場合 

（ｈ）大規模買付者による支配権獲得により、当社はもとより、当社の持続的な企業価値増大の実現の

ため必要不可欠な、顧客、取引先、従業員、地域関係者その他利害関係者との関係を破壊する

などによって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合 

（ｉ）大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合 
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③取締役会の決議、および株主総会の開催 

当社取締役会は、上記①または②において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、

独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措置発

動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。 

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判断したもの

を選択することとします。当社取締役会が具体的な対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割

当てを行う場合の概要は原則として別紙 6 に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てを

行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条

件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間およびその他の行使条件を設けることがありま

す。ただし、当社は、この場合において、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を

交付することを想定しておりません。 

また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議につい

て株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可

否を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」といいます。）として最長 60 日間の期

間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。 

当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場合、取締役会評価期

間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。 

当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情報に対

する当社取締役会の意見、独立委員会の勧告、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断

する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を

公表いたします。 

株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当

該株主総会の決議に従うものとします。具体的には、株主総会において対抗措置を発動することを

内容とする議案が否決された場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。この場合、

株主総会の終結の時をもって株主検討期間は終了することとします。 

他方、株主総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された場合には、その

終結後、速やかに、当社取締役会は対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。この場

合、当該取締役会終結の時をもって株主検討期間は終了することとします。 

当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に公表いたします。また、当社取締役会の決議をもっ

て対抗措置を発動する場合、当該決議の概要その他当社取締役会および独立委員会が適切と判

断する事項について、当該決議後適時・適切に公表いたします。 

④大規模買付行為待機期間 

株主検討期間を設けない場合は、取締役会評価期間終了までを大規模買付行為待機期間としま

す。株主検討期間を設ける場合は、株主検討期間終了までの期間を大規模買付行為待機期間とし

ます。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。 

したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。 
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⑤対抗措置発動の停止等について 

上記③に従い、当社取締役会または株主総会において、具体的な対抗措置を講じることを決議し

た後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など、対抗措置の発動

が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対

抗措置の発動の停止等を行うものとします。 

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会において、無償割当

てが決議され、または無償割当てが行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤

回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立

委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無

償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後において、行使期間開始日の前日までの間は、

当社による新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様の

新株予約権は消滅します。）の方法により対抗措置の発動の停止を行うものとします。 

このような対抗措置の発動の停止を行う場合は、法令および当社が上場する金融商品取引所の

上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 
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（６）本プランが株主の皆様に与える影響等 

①大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等 

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情

報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を

受ける機会を確保することを目的としております。これにより株主の皆様は、十分な情報および提案

のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えます。したがいまして、

大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切な判断を行う上での前提となるものであり、株主の

皆様の利益に資するものであると考えております。 

なお、上記（５）において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等に

より大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大

規模買付者の動向にご注意ください。 

 

②対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または大規模買付ルールが遵守されて

いる場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および

当社定款により認められている対抗措置を講じることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の

皆様（大規模買付者を含む特定株主グループを除きます。）が法的権利または経済的側面において

格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。 

当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法令および当社が上場する

金融商品取引所の上場規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権の割

当期日において株主名簿に記録されている株主の皆様には対価の払込みをすることなく、その保有

する株式数に応じて、新株予約権が割り当てられます。また、当社が当該新株予約権の取得の手続

きをとることを決定した場合は、株主の皆様（大規模買付者を含む特定株主グループを除きます。）

は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため、申込みや払込み等

の手続きは必要となりません。ただし、この場合、当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様

に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出

を求めることがあります。 

なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模

買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、

新株予約権の割当てを中止し、または当社が当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取

得することがあります。これらの場合には、当該新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定し

た後（権利落ち日以降）に 1 株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行っ

た株主または投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 



16 

大規模買付者を含む特定株主グループについては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守

しなかった場合、または、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が

当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判

断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面にお

いて不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が本プランに定める大

規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものです。 

 

（７）本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止 

本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効することとし、有効期限は 2029

年 6 月 30 日までに開催予定の当社第 79 回定時株主総会終結の時までとします。 

ただし、本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会

において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨

の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向

上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このよう

に、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容

を速やかに公表いたします。 

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する

金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切で

ある場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を

与えない場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場合

があります。 

 

４．本プランの合理性について （本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて） 

（１）対応方針に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の

確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済産業省が 2023年

８月 31日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて

―」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則）

を充足しております。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した報告書「近時の諸

環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および株式会社東京証券取引所が 2015 年 6 月 1 日に公

表した「コーポレートガバナンス・コード」（2021 年 6 月 11 日最終改訂）の「原則 1-5 いわゆる買収防衛

策」の内容も踏まえたものとなっております。 
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（２）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること 

本プランは、上記３．（１）「本プランの目的」に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為がな

された際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉

を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させると

いう目的をもって継続されるものです。 

 

（３）株主意思を反映するものであること 

本プランにつきましては、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件とし発効することとしてお

り、本株主総会において本プランに関する株主の皆様の意思を問う予定であることから、株主の皆様の

ご意向が反映されることとなっております。 

また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。 

 

（４）独立性の高い社外者の判断の重視 

本プランにおける対抗措置の発動は、上記３．（５）「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」

に記載のとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問

し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。 

 

（５）デッドハンド型の対応方針やスローハンド型の対応方針ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止す

ることが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型の対応方針（取締役会の構成員の過半数を

交代させてもなお、発動を阻止できない対応方針）ではありません。 

また、当社は取締役の任期を 1 年と定めているため、本プランはスローハンド型の対応方針（取締役

会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針）

でもありません。 

なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重

をしておりません。 

以 上 
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（別紙１） 

 

当社株式の状況（2026 年 3 月 31 日現在） 

１．発行可能株式総数 30,000,000 株 

 

２．発行済株式総数 8,143,390 株 

 

３．株主数 5,180 名 

 

４．大株主（上位 10 名） 

株主名 持株数（千株） 持株比率（％） 

木村 有仁 1,094 13.79 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 865 10.91 

木村 愛理 583 7.35 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 313 3.95 

株式会社千葉銀行 298 3.76 

株式会社きらぼし銀行  298 3.75 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 

505025 281 3.54 

木村 正子 205 2.59 

株式会社ＴＧホールディング 200 2.52 

公益財団法人東洋合成記念財団 200 2.52 

 
（注）１．当社は、自己株式を206,652株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.53%）保有しておりますが、 

上記大株主からは除外しております。 
２．千株未満の持株数は、表示単位未満を切り捨てております。 
３．持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数点第３位以下を四捨五入しております。 
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者 

大規模買付ルール 

取締役会から必要情報リストの提出 

（意向表明書受領日の翌日から 10 営業日以内） 

対抗措置不発動 
↓ 

株主の皆様のご判断 

取締役会評価期間 

最長 60 日又は最長 90 日 

（最大 30 日間延長可） 

株主総会による株主判断 

可決 

対抗措置の発動 

大規模買付ルールを遵守しない場合 

本プランに定めるルールを遵守しない 

大規模買付行為の開始 

取締役会による発動の判断 

大規模買付者から意向表明書の提出 意向表明書が提出されない 

必要情報が提出されない 大規模買付者から必要情報の提出 

評価期間満了前の買付 
・買収提案の評価、検討 
・代替案の立案 
・大規模買付者との交渉 

原
則
不
発
動
の
判
断 

株主総会を開催する場合 
 

株主検討期間  
最長 60 日 

企業価値ひいて

は株主共同の利

益を著しく毀損す

る場合 

発動の判断 

取締役会 

否決 

諮問 
勧告 

諮問 
勧告 

本プランの概要 （大規模買付開始時のフロー） 

 

（注） 本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手

続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。 

必要情報の一部が提出できない

合理的な説明がある場合 

独立委員会 
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（別紙３） 

共同協調行為等の認定基準 

※ 認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべき主体を含

む。以下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素に加え、当社の特定の株

主との間での意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・間接の事実の有無についても勘案

した上で、総合判断の方法により行われるべきものとする。 

※ 以下「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社および子会社、並びに当該特定の

株主、その親会社および子会社の役員および主要株主を含むものとする。 

 

1. 当社株式等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株式等の取得または重要提

案行為等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか 

2. 取得した当社株式等の数量が相当程度の数量に達しているか 

3. 当社株式等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株式等の取得の開始、当社

に対する経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明など、当該特定の株主

による当社の買収に向けた行動が開始された時期に近接し、または本プランに係る議題を目

的事項に含む株主総会の基準日など、当該特定の株主の行動に関連するイベントと近接して

いるか 

4. 市場における当社株式等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比して著しく

出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰したりする時

期）において、時期を同じくして当社株券等を取得しているなど、当該特定の株主による当

社株券等の取得の時期および態様（例えば、信用買い等を駆使しているかどうか）の特徴と

の間に共通性がみられるか 

5. 当該特定の株主が株式等を取得している（または取得していた）他の上場会社の株式等を取

得していたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特定の株主のそれと重なり合

っているか 

6. 上記 5.の重なり合う期間において、当該他の上場会社（当該特定の株主とともに認定対象

者が株主となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主の

それに同調したものであったか。同調したものであったとした場合に、その株主権の種類、

内容、株主権行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か 

7. 上記 5.記載の当該他の上場会社において、当該認定対象者および当該特定の株主（並びに

当該認定対象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権の行使を行った株

主がいる場合には当該株主）による議決権等の共益権の行使の結果、取締役その他の役員の

選解任が行われた場合において、当該変更後の役員の在任期間中に当該他の上場会社におい

て企業価値または株主価値の毀損のおそれ（例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生

またはそのおそれのある事象の発生、上場廃止、特別注意銘柄への指定、破産その他の法的

倒産手続き、大規模な希釈化を伴う株式または新株予約権の発行）が生じているか。生じて

いるとして企業価値または株主価値の毀損のおそれはどの程度か 
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8. 当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在しているま

たは存在していたことがあるか 

9. 当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係など準じる関

係を含む。以下同じ。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの中における人的

関係が存在しているまたは存在していたこと、並びに、一方が他方の従業員、組合員その他

構成員であるまたはあったことがあるなどの人的関係が存在するか 

10. 当社に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。

同調したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照ら

して、その同調の程度はどの程度か（なお、この 10.を唯一の根拠として「当該特定の株主

と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ない

し協調して行動する関係」または「これらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同な

いし協調して行動する者」と認定してはならないものとする。） 

11. 当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似しているか。類似して

いる言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、その類似の

程度はどの程度か（なお、この 11.を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主と

の間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動す

る関係」または「これらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同ないし協調して行動

する者」と認定してはならないものとする。） 

12. その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、団体に属してい

る若しくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同して遂行したこと

があるおよび/または親族関係その他の人的関係があるなど、当該特定の株主との間におい

て意思の連絡が容易となるような関係を有しているか（直接的なものであると間接的なもの

であるとを問わない。） 

13. その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実はある

か 
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（別紙４） 

独立委員会規程の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

・ 独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経

営陣から独立した社外取締役、社外監査役または社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、

弁護士、公認会計士、学識経験者、またはこれらに準ずる者）のいずれかに該当する者の中から、当社

取締役会の決議に基づき選任される。 

 

・ 委員の任期は、その選任後 3 年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度の定時株主総会終

了後最初に開催される取締役会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会等の決議により別段の

定めをした場合はこの限りではない。また、社外取締役および社外監査役であった独立委員会の委員

が、社外取締役および社外監査役としての資格を失った場合（再任された場合は除く）は、独立委員会

の委員としての任期も同時に終了するものとする。 

 

・ 独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、大規模買付行為が当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、対抗措置の発動また

は不発動の判断、対抗措置発動に際しての株主総会開催要否の判断、一旦発動した対抗措置の停止

の判断など、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由およ

び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、勧告内容の決定にあ

たっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。 

 

・ 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバ

イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとする。 

 

・ 独立委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上
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（別紙５） 

独立委員会委員の氏名、略歴 

 

本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の５名を予定しております。 

 

松尾 時雄（1957 年４月 26 日生） 

1980 年 ４月 旭硝子㈱（現 AGC㈱）入社 

2006 年   １月 同社エンジニアリングセンター長 

2010 年 １月 同社執行役員 CSR 室長 

            (公財)旭硝子奨学金（現(公財)旭硝子財団） 常任理事 

2016 年 ３月 日本カーバイド工業㈱ 顧問 

2016 年 ６月 同社代表取締役社長 社長執行役員 

2020 年 ６月 同社顧問 

2021 年 ６月 当社社外取締役（現任） 

2021 年 ６月 日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（2026 年 6 月 25 日退任予定） 

2023 年 ３月 日本テクノ㈱ 社外取締役（現任） 

 

越山 滋雄（1957 年９月３日生） 

1980 年 ４月 デュポンファーイースト日本支社（現 デュポン㈱）入社 

2005 年 ９月 日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱  （現 HD マイクロシステムズ㈱）  

代表取締役副社長 

2009 年 ４月 デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱ 

（現神東アクサルタコーティングシステムズ㈱）  専務取締役 

2013 年 ６月 東レ・デュポン㈱ 常勤監査役 

2016 年 ５月 ㈱ジーフット 社外監査役 

2016 年 ６月 当社社外監査役（現任） 

※越山滋雄氏は 2026 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の社外取締役候補者であります。 

 

後藤 亨（1959 年２月１日生） 

1983 年 ４月 日本鉱業㈱（現 ENEOS㈱）入社 

2012 年 ７月 ㈱ENEOS フロンティア 出向 経理財務部長 

2014 年 ２月 ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO 

2017 年 ４月 サンアロマー㈱ 出向 CSR 本部長 兼 CCQO 

2018 年 ４月 同社代表取締役副社長 兼 経営管理本部長 

2023 年  ６月  当社社外監査役（現任） 
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上井 敏治（1963 年３月 11 日生） 

1987 年 ４月  東海カーボン㈱入社 

2003 年 ２月  Tokai Carbon U.S.A., Inc.(現 Tokai Carbon GS, Inc.)出向副社長 

2010 年 ３月  東海カーボン㈱湘南事業所長兼茅ヶ崎工場長 

2015 年 ３月  同社理事田ノ浦工場長兼田ノ浦研究所長 

2016 年 ３月  同社理事オリエンタル産業㈱出向代表取締役社長 

2017 年 ７月  ローランドディー.ジー.㈱執行役員コーポレート本部長 

2019 年 ３月  同社取締役 

2022 年 ３月  同社取締役常務執行役員 

2025 年 １月  ㈱ネットワークコミュニケーションズ副社長 CSO（現任） 

2025 年 ６月  当社社外監査役（現任） 

 

長谷川 直和（1963 年 12 月 22 日生） 

1986 年 ３月  ダイドードリンコ㈱入社 

2011 年 １月  同社経営企画部長 

2011 年 11 月  同社経営企画部長兼市場開発部長 

2012 年 ６月  同社経営企画部長兼海外事業部長 

2013 年 ３月  同社執行役員事業戦略本部長 

2014 年 １月  同社執行役員コーポレートコミュニケーション本部長 

2019 年 １月  同社取締役執行役員コーポレートコミュニケーション部長 

2023 年 ４月  ダイドーグループホールディングス㈱常勤監査役（現任） 

※長谷川直和氏は 2026 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の社外監査役候補者であります。 

 

（注） １．各氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。 

 ２．当社は松尾時雄氏、越山滋雄氏、後藤亨氏、上井敏治氏、の４氏を株式会社東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、長谷川直和氏が社外監査役に就

任した場合も、独立役員として指定し、届け出る予定であります。 

以 上 
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（別紙６） 

新株予約権無償割当ての概要 

 

１． 新株予約権無償割当ての対象となる株主およびその割当方法 

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有す

る当社普通株式（ただし、同時点において当社の所有する当社普通株式を除く。）1 株につき 1 個の

割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる。 

 

２． 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的となる株

式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものと

する。 

 

３． 株主に割り当てる新株予約権の総数 

当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株

式総数（ただし、同時点において当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じた数を上限とする。当

社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

 

４． 各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は 1 円以上で当社取締役会が

定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相

当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付するこ

とがある。 

 

５． 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

６． 新株予約権の行使条件 

議決権割合が 20％以上の大規模買付者を含む特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ

当社取締役会が同意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社

取締役会において別途定めるものとする。ただし、新株予約権の行使が認められない者が有する新

株予約権の取得の対価として金銭を交付しない。 

 

７． 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の無償割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項につい

ては、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６.の行使条件のた

め新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権

1 個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社が当社

株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することができる旨の条項を定めることがある。 

 

以 上  


